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公 示 日：2026年 4 月 22日（水） 

調達管理番号：26a00123 

国 名：モンゴル国 

担 当 部 署：人間開発部保健第二グループ保健第四チーム  

調 達 件 名：モンゴル国モンゴルに蔓延するD型肝炎ウイルス感染の制圧に向け

た研究開発（SATREPS）（業務調整）（現地滞在型） 

適用される契約約款： 

・「事業実施・支援業務用（現地滞在型）」契約約款を適用します。これに伴い、契

約で規定される業務（役務）が国外で提供される契約、すなわち国外取引として

整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せ

ずに積算してください。（全費目不課税） 

 

1. 担当業務、格付、期間等 

（１） 担当業務 ：業務調整 

（２） 格 付  ：3号 

（３） 業務の種類：専門家業務 

（４） 在勤地：ウランバートル市 

（５） 全体期間：2026年 6月中旬から 2028 年 9月中旬 

（６） 業務量の目途：24人月 

 

2. 業務の背景 

ウイルス性肝炎は、死亡者数が増加している感染症の一つで、2022年には全世

界で約 130万人がウイルス性肝炎で死亡している。また、2022年における感染症

の中で、COVID-19に次いで結核と並んで第 2 位の死亡原因ともなっており、重大

な公衆衛生上の課題である1。特に、B型肝炎ウイルス（HBV）に重複感染する D 型

肝炎ウイルス（HDV）は最も重篤な慢性肝炎を引き起こし、肝硬変への進行を加速

させ、肝細胞がん（HCC）の発症リスクを大幅に上昇させる。近年のメタ解析によ

って、全世界で約 4,800 万～6,000 万人が HDV に感染していると推定されている

一方、つい最近まで HDV感染は軽視され、「顧みられない疾患」とされてきた。そ

のため、HDV 感染に関する対策は世界的に遅れており、未だ検査体制が不十分で

あり、発がん機序も未解明である。その結果、HDV感染は、国際的な取り組みが必

 
1 WHO 2024 Global Hepatitis Report, 2024年4月9日 
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要な喫緊の課題となっている。 

特に、モンゴルでは HCC の罹患率と死亡率が世界一高く、HBV 感染者の 60%以

上（世界平均 13%）が HDV と重複感染しているという特異な状況が明らかになっ

ている。このため、D 型肝炎対策はモンゴルにおいて国家的な緊急課題であり、

公衆衛生分野において解決すべき優先事項と位置付けられる。モンゴル政府は「健

康なモンゴル人」イニシアティブを導入して国民の健康を推進している。更に

2022年に開始したモンゴル政府肝炎撲滅プロジェクト“Healthy Liver Mongolia”

では HBV、C 型肝炎ウイルス（HCV）に加えて HDV も対象としたほか、治療薬を国

家予算で負担するなど、対策の強化を進めている。しかしながら、国内の HDV 感

染診断サービスへのアクセスは依然として不十分な状況にあり、疫学的な実態把

握も十分に行われていない。加えて、将来的な D 型を含むウイルス性肝炎制圧に

資する研究基盤も脆弱であり、研究者および医療従事者の育成を含む D 型肝炎対

策実施体制の整備が喫緊の課題である。 

以上のことから、持続的に利用可能な HDV診断法の確立や疫学調査を通した HDV

感染の実態やリスク因子等の把握、HDV 病態理解のための基礎研究、さらにこれ

らの取り組みを通じた人材育成や組織機能強化を推進することにより、HDV 感染

制圧に資する研究開発基盤の構築が求められている。 

なお、「案件概要表」は別紙のとおり。 

 

3. 期待される成果 

本専門家は、他の専門家と協働して活動を計画・実施することを通じ、技術協

力プロジェクト全体の成果の発現を目指す。本専門家に期待される成果は以下

の通り。 

• プロジェクト関係者間（日本側研究代表機関（徳島大学)、共同研究機関

（国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所）、相手国側実施機関、関

係省庁、他開発パートナー、AMED、JICA等）の意思疎通が円滑に図られる。 

• Plan of Operation (PO)に基づき投入・活動が計画的に進められ、Project 

Design Matrix (PDM)上に計画された成果が予定どおり達成される。 

• プロジェクトの事務・会計・庶務が規則どおりかつ効果的に行われる。 

• 広報活動の推進により、モンゴル国内及び日本国内においてプロジェクト

活動や成果が広く認知される。 
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4. 業務の内容 

新規に協力を開始する科学技術協力（SATREPS）案件であり、現地長期滞在は本

件専門家のみとなる体制を想定。日本側・モンゴル側ともに複数の関係機関と調

整し活動を前に進める必要があり高度な調整を要する。特にモンゴル側は中央

省庁を含む多数のステークホルダーを適切に巻き込みながら社会実装に繋げる

ことを念頭に以下の業務に取り組む。 

① モンゴル側関係機関と日本側関係機関（JICA モンゴル事務所、日本大使館、

JICA本部、日本側研究チーム等）の間の連絡・調整役として、プロジェクト活動

の円滑かつ効率的な実施を促進する。 

② プロジェクト活動の円滑な実施に支障が生じた場合、両国の関係機関・関係者

と連携し、その解決を支援する。 

③ プロジェクト活動計画及び投入計画（在外研究員派遣・外国人研究員受入・機

材供与等の計画）の進捗管理、定期モニタリングの実施について研究代表者を支

援する。 

④ JICA モンゴル事務所からプロジェクト経費の一部である在外事業強化費等の

臨時会計役を委嘱され、公金管理、物品管理、契約・経理事務を行う。 

⑤ 現地調達機材の調達手続きを行う（仕様書の作成等研究に関わる部分について

は研究代表者が対応）。JICA モンゴル事務所が行う機材調達において、取扱い業

者の調査、納品時の立会検査などに対応する。また、研究代表機関が日本国内で

購入し相手国研究機関へ輸送する供与機材の免税通関手続きを促進する。 

⑥ プロジェクトの実施にあたって、必要に応じて相手国政府との文書連絡を行う。 

⑦ プロジェクトで提出する各種報告書の作成を支援する。 

⑧ 研究代表者とともに、各種の広報・普及活動を通してプロジェクトに関する情

報を発信する。 

 

簡易プロポーザルで特に具体的な提案を求める事項は以下の通り。 

№ 提案を求める項目 業務の内容での該当箇所 

１ 政府関係機関のみならず、アカデ

ミアを含む多種多様な関係者が関

与するという科学技術協力

４．業務の内容 ①、② 
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（SATREPS）の特徴を有する本件プ

ロジェクトの運営管理、関係者間

（日本側研究機関、カウンターパ

ート機関、他開発パートナー、

AMED、JICA等）の連絡調整、運営

上の課題の解決の促進に係る実施

方法 

２ プロジェクトの進捗・成果にかか

る広報の実施方法 

４．業務の内容 ⑧ 

 

 

また、簡易プロポーザルで求める類似業務経験及び語学は以下の通りです。 

類似業務経験の分野 
技術協力プロジェクト（特に SATREPS）に係る運営

管理業務 

語学の種類 英語 

 

5. 提出を求める報告書等 

業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。なお、報告書を作成

する際には、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガ

イドライン」を参照願います。 

 
2 個人コンサルタントの場合は、最初の報告書は、２か月目終了後に速やかに提出する。 

報告書名 提出時期 提出先 部数 言語 形態 

月次報告書 翌月初旬 人間開発部

（ CC:モン

ゴ ル 事 務

所） 

－ 日本語 電子データ 

3か月報告書 渡航開始より 3カ月

ごと2 

国際協力調

達部（CC:人

間開発部） 

－ 日本語 電子データ 

業務進捗報告書 渡航開始より 6カ月

ごと 

国際協力調

達部 

（ CC:人間

－ 日本語 電子データ 
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6. 業務上の特記事項 

（１） 業務日程／執務環境 

① 現地業務日程 

現地渡航は 2026 年 9 月上旬出発を想定していますが、公用旅券発給や受入

れ確認の取付状況により前後する可能性があります。具体的な渡航開始時期

等に関しては JICAと協議の上決定することとします。 

 

② 現地での業務体制 

本業務に係る現地業務従事者は本専門家のみです。 

※ 本プロジェクトでは日本側研究代表機関（徳島大学）を含む各関係機

関から複数名の研究者が年に数回・数週間現地渡航により参画し、モ

ンゴル側実施機関と現地・遠隔にて協働し活動を行います。 

 

（２） 参考資料 

① 本業務に関する以下の資料を JICA 人間開発部保健第二グループから配付し

ますので、hmge2@jica.go.jp宛にご連絡ください。 

・詳細計画策定調査結果 

・Record of Discussion (R/D) 

② 本業務に関する以下の資料がJICAのウェブサイトで公開されています。 

・モンゴル国モンゴルに蔓延するD型肝炎ウイルス感染の制圧に向けた研究

開発 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/list/n_files/2025_

12.pdf 

開発部、モ

ンゴル事務

所） 

業務完了報告書  契約履行期限末日 人間開発部

（ CC:国際

協 力 調 達

部、モンゴ

ル事務所） 

1部 日本語 電子データ 

https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/list/n_files/2025_12.pdf
https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/list/n_files/2025_12.pdf
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7. 選定スケジュール 

№ 項目 期限日時 

1 簡易プロポーザル等の提出期限 2026年  5月 14日 12時まで 

2 プレゼンテーション実施案内 2026年  5月 25日まで  

3 プレゼンテーション実施日 2026年  5月 29日16時～17時30分 

4 評価結果の通知 2026年  6月 2日まで  

 

8. 応募条件等 

（１） 参加資格のない者等：モンゴル国 D 型肝炎制御プロジェクト詳細計画策定

調査（評価分析）（調達管理番号：25a00313）の受注者（株式会社日本開発サービ

ス）及び同業務の業務従事者 

（２） 家 族 帯 同：可 

 

9. 簡易プロポーザル等提出部数、方法 

（１） 簡易プロポーザル提出部数   ： 1部 

（２） プレゼンテーション資料提出部数： 1部 

（３） 提 出 方 法  ： 国際キャリア総合情報サイト PARTNER

を通じて行います。（https://partner.jica.go.jp/） 

具体的な提出方法は、JICAウェブサイト「コンサルタント等契約の応募者向

け 国際キャリア総合情報サイト PARTNER操作マニュアル」をご参照くださ

い。 

（https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E

4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5

%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf） 

 

10. プレゼンテーションの実施方法 

簡易プロポーザル評価での合格者のうち上位 2 者に対し、プレゼンテーショ

ンを上述の日程にて実施します。同評価も踏まえて、最終的な契約交渉順位を

決定します。プレゼンテーション実施案内にて、詳細ご連絡します。また、実

施時の資料についてはプロポーザル提出時に併せてご提出ください。 

 

・実施方法：Microsoft-Teamsによる（発言時カメラオンでの）実施を基本と

https://partner.jica.go.jp/
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
https://partner.jica.go.jp/Contents/pdf/JICAPARTNER_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%AE%9F%E6%96%BD%E5%A5%91%E7%B4%84.pdf
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します。 

・一人当たり、プレゼンテーション 10分、質疑応答 15分を想定。  

・使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 

・プレゼンテーションでは、「業務実施方針」を説明。  

・業務従事者以外の出席は認めません。 

・原則として当方が指定した日程以外での面接は実施しません。貴方の滞在地

によっては、時差により深夜や早朝の時間帯での案内となる場合がございま

す。予めご了承ください。 

・競争参加者（個人の場合は業務従事者と同義）が、自らが用意するインター

ネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams のカメラオンでのプレゼン

テーションです。（Microsoft-Teams による一切の資料の共有・表示は、プ

ロポーザル提出時に提出された資料を含めて、システムが不安定になる可

能性があることから認めません。）指定した時間に Teams の会議室へ接続い

ただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用

については、競争参加者の責任・負担とします。 

 

11. 簡易プロポーザル・プレゼンテーションの評価項目及び配点 

（１） 業務の実施方針等： 

① 業務実施の基本方針、実施方法 36点 

② 業務実施上のバックアップ体制 4点 

（２） 業務従事者の経験能力等： 

① 類似業務の経験 20点 

② 語学力 10点 

③ その他学位、資格等 10点 

④ 業務従事者によるプレゼンテーション 20点 

（計 100点） 

 

12. 見積書作成に係る留意点 

見積書は、契約交渉に間に合うよう、事前に提出をお願いします。 

本公示の積算を行うにあたっては、「業務実施契約（現地滞在型）における経理

処理・契約管理ガイドライン」を参照願います。 

https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/residen

https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/resident.html
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t.html 

（１） 報酬等単価 

① 報酬： 

家族帯同の有無 本人のみ（家族帯同無） 家族帯同有 

月額（円/月） 法人 1,347,000 1,520,000 

個人 1,035,000 1,209,000 

 

② 教育費： 

就学形態 3歳～就学前 小・中学校 高等学校 

月額（円/月） 日本人学校 43,000 ― ― 

インターナショ

ナルスクール／

現地校 

513,400 545,400 

 

③ 住居費：1,800ドル／月 

 

④ 航空賃（往復）：366,310円／人 

 

（２） 便宜供与内容 

ア） 空 港 送 迎：到着時のみ、便宜供与あり 

イ） 住居の安全：安全な住居情報の提供および住居契約前の安全確認あり 

ウ） 車両借上げ：なし 

エ） 通 訳 傭 上：なし 

オ） 執務スペースの提供：国立モンゴル医科大学内における執務スペース

提供 

カ） 公用旅券：日本国籍の業務従事者／家族は公用旅券を申請 

日本国籍以外の場合は当該国の一般旅券を自己手配 

 

（３）安全管理 

現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況について

は、JICAモンゴル事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務

の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこと

とします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行

https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/guideline/consultant/resident.html
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う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様

に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザル

に記載してください。また、契約締結後は海外渡航管理システムに渡航予定情報

の入力をお願いします。詳細はこちらを参照ください。

https://www.jica.go.jp/about/announce/information/common/2023/20240308.ht

ml 

 

（４）臨時会計役の委嘱 

業務に必要な経費については、JICA モンゴル事務所より業務従事者に対し、臨

時会計役を委嘱する予定です（当該経費は契約には含みませんので、見積書への記

載は不要です）。関連するオリエンテーション（オンデマンド）の受講が必須とな

ります。 

 臨時会計役とは、会計役としての職務（例：経費の受取り、支出、精算）を必要

な期間（例：現地出張期間）に限り JICA から委嘱される方のことをいいます。臨

時会計役に委嘱された方は、「善良な管理者の注意義務」をもって、経費を取り扱

うことが求められます。 

 

（５）その他留意事項 

１）派遣前（後）業務を委嘱する可能性があります。 

２）業務単価（月額）  法人：898,435円／月 

           個人：558,305円／月 

以上 

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fabout%2Fannounce%2Finformation%2Fcommon%2F2023%2F20240308.html&data=05%7C02%7CMatsushita.Yuichi%40jica.go.jp%7Cad1d26f47eb246d7d79b08dc8b97a4c5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638538730614328801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=inp4JO0UTyOF6FBiCs3AlqcrR%2BeK1Sq%2F88%2FHgjr7%2B4c%3D&reserved=0
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jica.go.jp%2Fabout%2Fannounce%2Finformation%2Fcommon%2F2023%2F20240308.html&data=05%7C02%7CMatsushita.Yuichi%40jica.go.jp%7Cad1d26f47eb246d7d79b08dc8b97a4c5%7Ceba9fc4255884d318a4e6e1bf79d31c0%7C0%7C0%7C638538730614328801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=inp4JO0UTyOF6FBiCs3AlqcrR%2BeK1Sq%2F88%2FHgjr7%2B4c%3D&reserved=0
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【別紙】 

作成日：2026 年 2 月 27 日 

業務主管部門：人間開発部 

課名：保健第二グループ保健第四チーム 

 

案件概要表 

 

1. 案件名（国名）                                                

 国名： モンゴル   

 案件名：モンゴルに蔓延する D 型肝炎ウイルス感染の制圧に向けた研究開発 

The Project for Research and Development for the Control of HDV 

Infection in Mongolia 

2. 事業の背景と必要性                                       

(1) 当該国における保健セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置付け 

ウイルス性肝炎は、死亡者数が増加している感染症の一つで、2022 年には全世

界で約 130 万人がウイルス性肝炎で死亡している。また、2022 年における感染症

の中で、COVID-19 に次いで結核と並んで第 2 位の死亡原因ともなっており、重大

な公衆衛生上の課題である3。特に、B 型肝炎ウイルス（HBV）に重複感染する D 

型肝炎ウイルス（HDV）は最も重篤な慢性肝炎を引き起こし、肝硬変への進行を加

速させ、肝細胞がん（HCC）の発症リスクを大幅に上昇させる。近年のメタ解析に

よって、全世界で約 4,800 万～6,000 万人が HDV に感染していると推定されてい

る一方、つい最近まで HDV 感染は軽視され、「顧みられない疾患」とされてきた。

そのため、HDV 感染に関する対策は世界的に遅れており、未だ検査体制が不十分

であり、発がん機序も未解明である。その結果、HDV 感染は、国際的な取り組み

が必要な喫緊の課題となっている。 

特に、モンゴルでは HCC の罹患率と死亡率が世界一高く、HBV 感染者の 60%

以上（世界平均 13%）が HDV と重複感染しているという特異な状況が明らかにな

っている。このため、D 型肝炎対策はモンゴルにおいて国家的な緊急課題であり、

公衆衛生分野において解決すべき優先事項と位置付けられる。モンゴル政府は「健

康なモンゴル人」イニシアティブを導入して国民の健康を推進している。更に 2022

年に開始したモンゴル政府肝炎撲滅プロジェクト“Healthy Liver Mongolia”では

HBV、C 型肝炎ウイルス（HCV）に加えて HDV も対象としたほか、治療薬を国家

予算で負担するなど、対策の強化を進めている。しかしながら、国内の HDV 感染

 
3 WHO 2024 Global Hepatitis Report, 2024年4月9日 
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診断サービスへのアクセスは依然として不十分な状況にあり、疫学的な実態把握も

十分に行われていない。加えて、将来的な D 型を含むウイルス性肝炎制圧に資す

る研究基盤も脆弱であり、研究者および医療従事者の育成を含む D 型肝炎対策実

施体制の整備が喫緊の課題である。 

以上のことから、持続的に利用可能な HDV 診断法の確立や疫学調査を通した

HDV 感染の実態やリスク因子等の把握、HDV 病態理解のための基礎研究、さらに

これらの取り組みを通じた人材育成や組織機能強化を推進することにより、HDV

感染制圧に資する研究開発基盤の構築が求められている。 

なお、「2035 年までに無条件措置により温室効果ガス排出量を 30.3％削減する」

という同国のパリ協定に基づく「自国が決定する貢献（NDC）」において、本事業

が支援対象としている経済活動は明示的に除外されていないことから、NDC にお

ける目標と矛盾がないものである。 

(2) 保健セクターに対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置付け、課

題別事業戦略における本事業の位置づけ 

「対モンゴル国別開発協力方針（2017 年 12 月）」では、重点分野「包摂的な社

会の実現」のなかで、「全ての国民が経済開発の恩恵を受けることができるよう、

社会の状況に適合する保健医療水準の達成、基礎的社会サービスの質向上、障害者

の社会参加・社会包摂の推進を支援する」と定めている。本事業は、同方針におけ

る保健医療分野強化の取組として位置づけられ、D 型肝炎対策を通じて国民全体の

健康水準向上に直接的に貢献する。 

また、「モンゴル JICA 国別分析ペーパー（JCAP）」の重点分野３「誰一人取り残

さない社会の実現：保健医療の質とアクセス向上」においても、「これまでの協力

のアセットも活かし」た協力を進めることが示されている。モンゴルでは HCC 罹

患率が世界最高水準であるなど深刻な肝疾患課題を抱えており、本事業はこれらの

状況に対応する具体的施策として戦略上の優先性が高い。また、JICA はこれまで

無償資金協力によりモンゴル日本病院の建設を支援し、さらに同院を教育病院とし

て運営強化する技術協力プロジェクトを実施してきた。本事業にはモンゴル日本病

院もプロジェクトメンバーとして参画しており、過去の協力で培われた施設基盤や

人材育成の成果を活かしつつ、新たに D 型肝炎対策の強化につなげる位置づけに

ある。 

さらに、本事業はモンゴル国における HDV 感染制圧に向けた国家的取組の強化

を上位目標としていることから、JICA 課題別事業戦略（グローバル・アジェンダ）

「保健医療」の「感染症対策・検査拠点強化」クラスター及び SDGs ゴール 3「す



 

12 
 

べての人に健康と福祉を」に貢献すると考えられる。 

 

(3) 他の援助機関の対応 

モンゴル全体を対象とする開発パートナー機関の連絡・調整会議は開催されている

ものの、新型コロナウイルス感染症流行の脅威が低下した以降、保健セクターに特

化した援助協調会合は開催されていない。一方、世界保健機関（WHO）は、政府の

「Healthy Liver Mongolia」の実施に関して、診断アルゴリズム、サーベイランス、

患者モニタリング（患者フォローアップ・登録管理）等に関する政策・技術助言を

継続している。米国 NGO の Flagstaff International Relief Effort（FIRE）は「Hepatitis 

Free Mongolia」を通じて県単位の地域実装を継続しており、スフバートル県での

成果を踏まえ、2025 年にゴビスンベル県で HBV/HDV 対応、人材育成、患者レジ

ストリの高度化を開始する予定である4。これらの取組は政府の 2022～2025 行動

計画を補完しつつ重複を回避し、相乗効果を高める方向で進んでいる。 

3. 事業概要                                                

(1) 事業目的 

本事業は、モンゴルにおいて、1)多様な医療環境に適用可能な HDV 抗体検出法

の開発、2)HDV 感染に関するウイルス学的要因、疫学的実態ならびに主要リスク

要因の明確化、3)HDV 感染における肝病態の進展および発がんに関わる主要なメ

カニズムの解析、4)D 型を中心としたウイルス肝炎制圧のための産官学実施体制の

強化、を行うことにより、HDV 感染制圧に向けた研究開発基盤の構築を図り、も

ってプロジェクトの成果に基づいた HDV 感染制圧に向けた国家的取組の強化に寄

与するもの。 

(2) プロジェクトサイト／対象地域名 

モンゴル国全域 

(3) 本事業の受益者（ターゲットグループ）  

直接受益者：プロジェクト実施機関の研究者（約 40 人）、行政官（約 20 人）、

医療従事者（約 150 人） 

 
4 https://fireprojects.org/hepatitis-free-mongolia/?utm_source=chatgpt.com 
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最終受益者：モンゴル国民（約 354.4 万人5） 

(4) 総事業費（日本側） 

3.9 億円 

 

(5) 事業実施期間 

2026 年 4 月～2031 年 3 月（予定。最初の専門家着任から 60 カ月間） 

(6) 相手国実施機関 

⚫ モンゴル国立医科大学（モンゴル側代表機関） 

➢ 生物医学研究所：モンゴル側参画機関調整、発がん機序解析、病理診断、

検体調整 

➢ モンゴル日本病院：診断、検体収集、検体調整、血清学的検査 

➢ 生物医学部：発がん機序解析、病理診断、検体調整 

➢ 医学部：発がん機序解析、病理診断、検体調整 

⚫ 国立感染症センター：疫学研究 

⚫ 国立病理学センター：病理診断、病理学的解析 

(7) 国内協力機関 

⚫ 研究代表機関：徳島大学 

⚫ 共同研究機関：国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 

⚫ その他研究協力機関：なし 

 

(8) 投入（インプット） 

1) 日本側 

① 在外研究員派遣 

短期：検査法開発・発がん機序解析、イルス感染実験、病原性解析、病理診断、

病理学的解析、疫学研究、人材育成、その他必要な専門性を有する研究員、 

 
5 2024年モンゴル国家統計局 
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長期：業務調整員 

② 外国研究員受入・招へい： 

短期：感染症学、疫学、ウイルス学、病理学、その他必要な専門領域 

③ 機材供与： 

次世代シーケンサー（NGS）、バーチャルスライドスキャナー、レーザー捕捉式

マイクロダイセクション（LCM）システム、蛍光顕微鏡、全自動核酸抽出装置 等 

2) モンゴル側 

① カウンターパートの配置 

プロジェクト・ダイレクター、プロジェクト・マネージャーほか、⑹に記載のプ

ロジェクト担当者を配置 

② 案件実施のためのサービスや施設、現地経費の提供 

モンゴル側スタッフの人件費、モンゴル側プロジェクトチームのモンゴル国内で

の日当・交通費・宿泊費・その他必要経費、プロジェクト事務所及びラボの利用

及び光熱費・消耗品経費、その他事業実施のためのサービスや施設、現地経費の

提供 

(9) 他事業、他開発協力機関等との連携・役割分担 

1) 我が国の援助活動 

無償資金協力「日本モンゴル教育病院建設計画」により整備されたモンゴル日本病

院は、モンゴル国立医科大学の付属病院として、脳血管疾患や悪性腫瘍などに対応

できる高次医療サービスの提供拠点であると同時に、「教育病院」として教育、研究拠

点としてモンゴルの医療サービスの向上に貢献することが期待されている。技術協力

「日本モンゴル教育病院運営管理及び医療サービス提供の体制確立プロジェクト」

（2017 年～2022 年）では、主に「診療体制の確立」支援を目的に、モンゴル日本病院

における（1）適切な運営管理、（2）患者中心の医療の導入、（3）先端医療サービスの

導入、（4）高度な救急医療体制整備の達成を目指した。後継の技術協力プロジェクト

「モンゴル日本病院における病院運営及び医療人材教育機能強化プロジェクト」（2023

年～2027 年）では、医療従事者の教育を担う体制の構築と、その基盤となる医療サー

ビスの質の向上及び運営体制の強化に継続的に取り組み、モンゴル日本病院が教育

病院としての機能を果たすことを支援している。 

このように我が国は、モンゴル日本病院の「臨床」「教育」「研究」という 3つの機能強

化への支援を継続的に実施してきており、本事業では、D 型肝炎の制御に向けた共同

研究を進めるとともに、病理診断技術向上のための研修コースも開催予定であること

から、「研究」機能強化だけでなく、「臨床」や「教育」の面でも他 JICA事業と連携しなが
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ら包括的にアプローチする。 

2) 他の開発協力機関等の援助活動 

２．（３）記載のとおり、モンゴル国保健分野の優先政策である“Healthy Liver 

Mongolia”に則した開発パートナー機関等による援助活動が展開または予定され

ている。本事業でも同政策への直接的な貢献を念頭に活動を実施する予定である。 

具体的には、本事業は「D 型肝炎を中心としたウイルス性肝炎制圧に向けた産

官学連携実施体制の強化」を成果の一つとして掲げており、その一環として、国

内ステークホルダーに加え、必要に応じて開発パートナー機関も参加する連絡調

整会議の設置を活動項目の一つとして設定している。当該連絡調整会議を通じて

定期的な情報共有および協力戦略の調整を図ることにより、開発パートナーとの

連携の実効性を高め、D 型を含むモンゴルにおける肝炎対策に資するコレクティ

ブ・インパクトの創出が期待できる。 

(10) 環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類 

1) 環境社会配慮  

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」

（2010 年 4 月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断され

るため。 

2) 横断的事項 

モンゴルにおける医療資源はウランバートルに集中しており、医療従事者の約

6 割が首都に勤務している一方、農村部や遠隔地においては、一次医療施設であ

る郡（ソム）保健センターまで 50km 以上を移動しなければならない患者も少な

くなく、HDV 検査サービスへのアクセス限定的である6。 

本事業では HDV 抗体検出法の開発を行うが、特に免疫クロマトグラフィーを

用いた抗体検出法は検査機器を必要としない簡便な定性検査であり、従来採血と

検査結果の確認のため二回医療施設を訪問する必要があったものが、その場で数

分以内に検査結果を確認できるようになる。この技術の確立により、地方・農村

部を含む全国的な感染症診断アクセスの改善が見込まれ、医療の地域格差是正お

 
6 International Labour Organization (ILO). (2021). Extending social health protection in Mongolia: Accelerating 

progress towards Universal Health Coverage. Bangkok and Geneva: ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 
Social Protection Department. 
ISBN 978-922-035929-7. 
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よび感染症対策の強化に資するものである。 

また、本事業は、遠隔地住民を含む社会的弱者層が基本的な検査サービスにア

クセスできる環境の整備を促す点で、Human Wellbeing（人々の身体的・精神的

な健康状態の向上）にも寄与する取組であると位置付けられる。 

3) ジェンダー分類： 

【対象外】「（GI）ジェンダー主流化ニーズ調査・分析案件」 

＜活動内容/分類理由＞  

ジェンダーの視点に立って、関連政策、開発課題、ニーズ、インパクト等に関する

調査を実施し、モンゴル国立医科大学とジェンダーに配慮した取り組みの必要性に

ついて検討したものの、ジェンダー平等や女性のエンパワメントに資する具体的な

取組や指標等の設定に至らなかったため。同学学生、研究者の男女比率は、2：8（男

性：女性）と、モンゴル保健医療分野では女性の割合が高い一方で、女性は家事労

働・家庭内のケア活動を支える必要があり、全てを自身のキャリアに捧げるわけに

はいかないという社会文化的に性別役割分業も根付いており、同学幹部には男性が

多い（学長は男性、副学長 4 人のうち女性は 1 人のみ）。職位職業によりジェンダ

ー課題があることが窺えたが、本事業の協力スコープで対応することは困難とであ

り、直接ジェンダー平等へ貢献する取り組みは想定されないこととなった。 

(11) その他特記事項 

特になし。 

 

4. 事業の枠組み                                            

(1) 上位目標： プロジェクトの成果に基づいた D 型肝炎ウイルス（HDV）感染制圧に

向けた国家的取組が強化されている。 

指標及び目標値：  

1) プロジェクト終了後 3 年時点において、プロジェクトが作成した政策提言

書に基づく D 型肝炎対策を目的とした行政的取り組みが、モンゴル全土で

少なくとも 4 件実施されている。 

2) プロジェクト終了後 3 年時点において、プロジェクトの達成事項のうち少

なくとも 1 件が、WHO 等の国際的な D 型肝炎対策ガイドライン等に反映

されている。 

3) プロジェクト終了後 3 年時点において、ウランバートルの D 型肝炎診療を

行う全ての三次医療施設において、ELISA による HDV 抗体検出試験が臨
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床検査として提供可能となっている。 

4) プロジェクト終了 3 年時点において、モンゴルの 21 県の 80％以上で免疫

クロマトグラフィーによる HDV 抗体検出試験が臨床検査として提供可能

となっている。 

(2) プロジェクト目標：HDV 感染制圧に向けた研究開発基盤が構築される。 

指標及び目標値： 

1) プロジェクト終了 6 ヵ月前時点において、プロジェクトの達成事項に基づ

く D 型肝炎対策を目的とした行政的取り組みが、モンゴル全土で少なくと

も 1 件実施されている。 

2) プロジェクト終了 6 ヵ月前時点において、プロジェクトが作成した政策提

言書に基づいた D 型肝炎対策実施計画策定に関する協議が保健省と開始

されている。 

3) プロジェクト終了 6 ヵ月前時点において、カウンターパート機関の研究者

が筆頭著者あるいは責任著者（Corresponding Author）である学術論文が

6 編以上国際誌に掲載または受理されている。 

(3) 成果 

成果１：多様な医療環境に適用可能な ELISA および免疫クロマトグラフィー

による HDV 抗体検出法が開発されている。 

成果２： HDV 感染に関するウイルス学的要因、疫学的実態ならびに宿主側の

主要なリスク要因が明らかにされている。 

成果３：HDV 感染における肝病態の進展および発がんに関わる主要なメカニ

ズムが遺伝学的解析および病理学的解析によって明らかにされている。 

成果４：D 型を中心としたウイルス肝炎制圧のための産官学実施体制が強化

される。 

(4) 主な活動： 

1-1. ELISA による HDV 抗体検出法のキット化 

1-2. ELISA による HDV 抗体検出用研究室開発検査（LDT）の技術開発 

1-3. 免疫クロマトグラフィーによる HDV 抗体検出法のキット化 

1-4. プロジェクト開発検査法の公定法登録または市販に向けた具体的手続き

の開始 

2-1. HDV 持続感染に関与する潜在的ヘルパーウイルスの検出と割合の解析 
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2-2. HBV ワクチン接種状況・免疫獲得率と HDV 感染率の関連性評価 

2-3. 質問票調査と感染検査に基づくHDVを含む肝炎ウイルス感染リスク因子

およびリスク行動の同定 

3-1. HDV 感染により特異的に発現変動する宿主発がん関連遺伝子の特定と、

その変異および HBV インテグレーション領域の網羅的解析 

3-2. HDV 抗原の有無によるウイルス RNA および宿主 RNA のメチル化修飾率

の変化と、その発がん・ウイルス複製との関連性の評価、ならびに HDV

および宿主遺伝子におけるメチル化部位・頻度の特定 

3-3. HBV・HDV 遺伝子型の組み合わせががん関連遺伝子の発現・変異に及ぼ

す影響と、それに基づく肝細胞がん（HCC）の進行に関する遺伝学的・病

理学的解析 

3-4. HBV・HDV 陽性細胞におけるウイルス遺伝子発現と免疫学的微小環境の

解析によるウイルス抗原動態と免疫細胞動態の意義の特定 

3-5. HDV 感染 HCC における分子動態・肝内物質挙動の解析による肝病態・

HCC 進行促進因子の特定 

4-1. 肝炎対策に従事する研究者・病理医の専門能力強化研修 

4-2. D 型を含む肝炎予防対策に向けた公開セミナーの実施 

4-3. 保健省肝炎対策当局との知見共有・活動連携のための連絡調整会議の開

催 

4-4. プロジェクトで得られたエビデンスに基づいた実現可能な D 型肝炎対策

実施に向けた政策提言書の作成 

4-5. 国内外のステークホルダーを対象とした実現可能な D 型を含む肝炎対策

のための Dissemination Seminar の開催 

5. 前提条件・外部条件                                       

(1) 前提条件 

本プロジェクトの実施を対象地域の住民や外部協力機関が反対しない。 

(2) 外部条件 

＜成果に至る外部条件＞ 

1) 本プロジェクトで実施する研究課題について、モンゴルの関係当局から倫

理審査を含む承認が得られている。 

2) モンゴル側プロジェクト実施機関がプロジェクト活動のための予算措置・

人員配置を行う。 

3) カウンターパートが成果達成に影響を及ぼすほど離職しない。 
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4) プロジェクト期間を通して保健省管轄の公立病院や県保健局等の外部協

力機関からプロジェクト活動の実施に必要な協力が得られる。 

＜プロジェクト目標に至る外部条件＞ 

1) プロジェクトサイトにおいてプロジェクト目標達成に影響するほど政情

や治安が悪化しない。 

＜上位目標に至る外部条件＞ 

1) モンゴルにおいて D 型肝炎対策の重要性が維持される。 

2) D 型を含む肝炎対策に係わる国際連携が維持されている。 

6. 過去の類似案件の教訓と本事業への適用                          

（科学技術協力）ケニア国「黄熱病およびリフトバレー熱に対する迅速診断法の

開発とそのアウトブレイク警戒システムの構築プロジェクト」（2020 年度事後評価）

では、「事業完了後に研究成果の実用化が目指される SATREPS 事業では、商業化

の戦略のモデルを策定し、検証する活動を事業枠組みの中に含む必要がある。また、

販売に関わるステークホルダー（例えば、認証機関）を事業の活動に参加させるべ

きである」との教訓を得ている。 

本件協力では HDV 抗体検出法の確立や D 型肝炎蔓延状況の疫学的評価、病態進

展や発がんメカニズムの解析、ならびに効果的な対策実現のための産官学連携など

を通じて、研究成果の社会実装を強く意識した政策提言等を具体的なプロジェクト

の成果物として設定し、研究成果のモンゴル国内での具体的な D 型肝炎対策への

取組への適用を視野に入れていることから、モンゴル教育省や財務省のみならず、

研究成果の直接的なユーザーである保健省などと詳細計画時から連携・調整を行い、

同手法の認証やその他の研究成果の社会実装に関する協議を円滑に進められるよ

う合同調整委員会（JCC）の構成員として参画を求めるとともに、活動レベルでも

定期的な連絡調整会議等の実施など、適切な連携体制のもとで事業を推進する設計

としている。なお、HDV 抗体検出法の認証に関与する機関の事業活動への参加は

「見かけ上の利益相反」に抵触する可能性があることから、審査時にそのような事

態が生じないよう十分な配慮を行うことを双方で確認し、その旨を協議議事録にお

いて合意している。 

7. 評価結果                                                

本事業は、モンゴルの開発課題・開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針・

分析に合致し、研究開発基盤の構築を通じて HDV 感染制圧に向けた国家的取組が

強化に資するものであり、SDGs ゴール 3「すべての人に健康と福祉を」に貢献す
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ると考えられることから、事業の実施を支援する必要性は高い。 

8. 今後の評価計画                                           

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

  ４．のとおり。 

(2) 今後の評価スケジュール 

事業完了 3年後 事後評価 

 

以 上 

 

 

 


